
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

今年度から、８月から 11 月までを農作物盗難防止強化期間とし、巡回やメディア等によ

る啓発を強力に展開して、農作物の盗難防止対策を強化します。また、初日となる８月１日

に、スタートセレモニーを行います。 

１ 概 要 
  農作物の盗難は県内で相次いで発生しており、昨年も多くの果物の盗難が発生していま

す。県内では地域での巡回など対策がとられていますが、依然として多くの被害が発生し

ています。このため、今年度から８月から 11月を農作物盗難防止強化期間とし、県と警察

本部が連携して関係者とともに啓発、巡回を行うなど対策を強化して、盗難にあいにくい

長野県を目指します。 

 
２ 期 間 
  令和６年８月１日（木）から 11月 29日（金）まで 
 
３ 実施機関 

長野県、長野県警察本部、市町村、ＪＡ、ＮＯＳＡＩ長野、ＪＡ全農長野、長野県青果移

出商業協同組合連合会、（一社）長野県原種センター、（一財）長野県果樹研究会、長野県

青果卸売市場連合会、長野県園芸作物生産振興協議会（うまいくだもの推進部会） 

 
４ 主な取組 
 ①スタートセレモニー ②巡回による監視の強化 ③ＨＰ、広報誌、チラシ、有線放送等に

よる警戒の呼びかけ  ④県機関・県警察による相談への対応・助言 

 
 

長野県（農政部）プレスリリース 令和６年（2024 年）７月 18 日 

 許すな盗難！守れ農作物！ 
農作物盗難防止強化期間が始まります！ 

 

 

（問合せ先） 

担当 農政部園芸畜産課果樹・花き係 

             和田、片桐 

電話 ０２６－２３５－７２２７（直通） 

   ０２６－２３２－０１１１（代表） 

            内線３０９３ 

ファクシミリ ０２６－２３５－７４８１ 

電子メール enchiku@pref.nagano.lg.jp 

≪農作物盗難防止強化期間スタートセレモニー≫ 

１ 日時 令和６年８月１日（木）16:00～16:30 

２ 場所 JAグリーン長野 真島フルーツセンター 

     （〒381-2204 長野市真島町真島 1451-1） 

３ 内容 （１）盗難防止宣言 

長野県農政部長 

     （２）盗難対策のポイント  

長野県警察本部生活安全部長 

     （３）園地巡回 

（問合せ先） 

担当 長野県警察本部生活安全部 

   生活安全企画課  関              

電話 ０２６－２３３－０１１０（代表） 

            内線３０４１ 

ファクシミリ ０２６－２３３－０１０８ 

電子メール police-seikatsuanzenkikaku@ 

pref.nagano.lg.jp 
 


